
JP 2018-519267 A5 2019.4.11

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成31年4月11日(2019.4.11)

【公表番号】特表2018-519267(P2018-519267A)
【公表日】平成30年7月19日(2018.7.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-027
【出願番号】特願2017-559068(P2017-559068)
【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｋ   8/88     (2006.01)
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   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｋ    8/85     　　　　
   Ａ６１Ｑ   19/00     　　　　
   Ａ６１Ｑ    1/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月27日(2019.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　翡翠（Ｊａｄｅ）の粉末粒子が多孔性高分子に含浸（Ｉｍｐｒｅｇｎａｔｉｏｎ）され
た複合粉体。
【請求項２】
　上記翡翠の粉末は、全複合粉体重量に対して５０～９０重量％で含浸されることを特徴
とする請求項１に記載の複合粉体。
【請求項３】
上記多孔性高分子は、ポリメチルメタクリレート[ＰＭＭＡ：ｐｏｌｙ－（ｍｅｔｈｙｌ 
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）]、ポリビニルピロリドン[ＰＶＰ：ｐｏｌｙ－（ｖｉｎｙｌ
 ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ）]、ポリカプロラクトン[ＰＣＬ：ｐｏｌｙ－（ｃａｐｒｏｌ
ａｃｔｏｎｅ）] 及びポリ－Ｌ－乳酸[ＰＬＬＡ：Ｐｏｌｙ－（Ｌ－Ｌａｃｔｉｃ Ａｃｉ
ｄ）] 群から選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項１に記載の複合粉体。
【請求項４】
　上記複合粉体の平均粒径は５～２０μｍであることを特徴とする請求項１に記載の複合
粉体。
【請求項５】
　上記複合粉体の平均気孔サイズは１５～８００ｎｍであることを特徴とする請求項１に
記載の複合粉体。
【請求項６】
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　上記複合粉体の孔隙率は４０～８５％であることを特徴とする請求項１に記載の複合粉
体。
【請求項７】
請求項１ないし請求項６のいずれか一項の複合粉体を含む化粧料組成物。
【請求項８】
　上記複合粉体は、全化粧料重量に対して０．１～５．０重量％含まれることを特徴とす
る請求項７に記載の化粧料組成物。
【請求項９】
　上記化粧料組成物は、化粧水、スキンローション、クリーム、セラム、エマルジョン、
エッセンス、パウダー、ファンデーション、スプレイ、日焼け止め、マスクパック、ジェ
ルのいずれか一つの形態で剤形化されることを特徴とする請求項７に記載の化粧料組成物
。
【請求項１０】
　多孔性高分子溶液に翡翠の粉末を分散させた分散液を噴霧乾燥（Ｓｐｒａｙ Ｄｒｙｉ
ｎｇ）して製造することを特徴とする、翡翠の粉末粒子が多孔性高分子に含浸された複合
粉体の製造方法。
【請求項１１】
　多孔性高分子溶液に翡翠の粉末を分散させた分散液を電気噴霧（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｓｐ
ｒａｙｉｎｇ）して製造することを特徴とする、翡翠の粉末粒子が多孔性高分子に含浸さ
れた複合粉体の製造方法。
【請求項１２】
　上記多孔性高分子溶液は、ポリメチルメタクリレート[ＰＭＭＡ：ｐｏｌｙ－（ｍｅｔ
ｈｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）]、ポリビニルピロリドン[ＰＶＰ：ｐｏｌｙ－（ｖ
ｉｎｙｌ ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ）]、ポリカプロラクトン[ＰＣＬ：ｐｏｌｙ－（ｃａ
ｐｒｏｌａｃｔｏｎｅ）] 及びポリ－Ｌ－乳酸[ＰＬＬＡ：Ｐｏｌｙ－（Ｌ－Ｌａｃｔｉ
ｃ Ａｃｉｄ）] 群から選ばれる１種以上の高分子を溶媒に溶解させたもので、
上記溶媒は、ジクロロメタンとヘキサノールの混合溶媒であることを特徴とする、請求項
１０または請求項１１に記載の複合粉体の製造方法。
【請求項１３】
　上記ジクロロメタンとヘキサノールの重量比は９：１～７：３であることを特徴とする
請求項１２に記載の複合粉体の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　上記翡翠の含浸粉体が含まれた化粧料組成物を化粧水、スキンローション、クリーム、
セラム、エマルジョン、エッセンス、パウダー、ファンデーション、スプレイ、日焼け止
め、マスクパック、ジェルのいずれか一つの形態、より好ましくは、マスクパック、シー
トパック、睡眠パック、ウォッシュオフパック、ピールオフパックなどで剤形化すること
ができるが、剤形において特別に限定されることなく、目的によって適宜選択して変更す
ることができる。
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